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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年３月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 漁網損傷 

発生日時 平成２８年５月２７日 ０６時１５分ごろ 

発生場所 下関南東水道第３号灯浮標付近（周防灘）  

 新門司防波堤灯台から真方位０７５°５.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５３.８′ 東経１３１°０７.１′） 

事故の概要 旅客フェリーつくしは、西進中、また、漁船律
りつ

紀
き

丸は、漂泊中、つ

くしが律紀丸の漁具を乗り切った。 

律紀丸の漁具は、身網及び浮子
あ ば

に破損を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年６月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客フェリー つくし、１３,３５３トン 

１３５９９８、阪九フェリー株式会社 

１９５.００ｍ×２６.４０ｍ×１８.６０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、２０,１５２kＷ（合計）、平成１５年２

月２０日 

Ｂ 漁船 律紀丸、４.９トン 

  ＹＧ３－５９０３６（漁船登録番号）、個人所有 

１２.５８ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３５６.７２kＷ、平成１０年７月１８日 

第２９２－４３２８２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４１歳 

一級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２２年８月１９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年１２月１２日 

    免状有効期間満了日 平成３１年１２月１１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４４歳 

二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１５年８月１１日 

免許証交付日 平成２８年５月１０日 

          （平成３３年５月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ なし 

Ｂ 漁具の身網及び浮子に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０５時１１分ごろ 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２５人が乗り組み、旅客２３０人を乗せ、車両

２１４台を積載し、船首約６.３８ｍ、船尾約６.６８ｍの喫水で、平

成２８年５月２６日１８時３０分ごろ関門港新門司区に向けて阪神港

神戸区を出港した。 

 船長Ａは、２７日０６時００分ごろ下関南東水道第４号灯浮標（以

下灯浮標については、「下関南東水道」を省略する。）の北方沖を通過

したところで昇橋し、第３号灯浮標をほぼ正船首に見て北西進中、左

舷船首方に漂泊するＢ船を認めた。 

 船長Ａは、左舷船首方に下関南東水道の推薦航路線に沿って南東進

する３隻の反航船を認め、３隻の反航船がＡ船の左舷側を通過するの

を待って左転すると入港が遅れるので、新門司区入口の灯浮標に向け

て早めに左転することとした。 

 船長Ａは、機関用意を指示し、三等航海士を機関テレグラフの操作

に、甲板手を操舵にそれぞれつけて操船指揮に当たり、漂泊するＢ船

の北方約０.５Ｍを通過することとして左転し、真方位約２７０°の

針路及び約１５ノットの対地速力で続航した。 

 船長Ａは、西進を開始して間もなく、右舷船首方に旗ざおを視認

し、前路に約１５ｍ間隔で連なる白色の浮子が付いたＢ船の漁具を認

めたものの、右方から南東進する３隻の反航船が接近していたので右

転することができず、また、左舷方にはＢ船がいて左転できなかった

ので、同じ針路及び速力で、同漁具を乗り切ることとした。 

 船長Ａは、０６時１５分ごろＡ船がＢ船の漁具を乗り切ったことを

認め、一旦、関門港新門司区に入港した後にＢ船の漁具の損傷状況を

確認することとした。 

 船長Ａは、入港後、海上保安庁から本事故発生の連絡を受けた。  

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０５時００分ごろさわら
．．．

流し網

漁の目的で山口県宇部市宇部岬漁港を出港し、０５時２０分ごろ第３

号灯浮標付近の漁場に到着した後、船首から長さ約１,３００ｍの網

を北西方に流して統一の漁具標識を表示し、機関を中立運転として流

し網漁による操業を開始した。 

船長Ｂは、しばらくして、第４号灯浮標北方沖を北西進するＡ船を

認めた後、Ａ船が左転して流していた漁具に向かって来たことに気付

き、漁具の旗ざおを振ってＡ船に注意を促したものの、Ａ船の漁具へ

の接近を止められず、Ａ船が漁具の北西端から約１００ｍの部分を乗

り切ったことを知った。 
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船長Ｂは、所属する漁業協同組合を通じて、海上保安庁に本事故の

発生を通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、ふだん、本事故発生時刻とほぼ同じ時間に関門港新門司

区に入港しており、下関南東水道の推薦航路付近で視認した漁船のほ

とんどが、かご網による操業を行っていたので、Ｂ船も、かご網漁を

行っており、Ｂ船から約０.５Ｍの距離を隔てて通過すれば、支障な

いものと思っていた。 

下関南東水道がある周防灘では、さわら
．．．

流し網漁が毎年５月から６

月にかけて最盛期となり、同流し網の北（西）端に赤旗（赤灯）、南

（東）端に緑旗（緑灯）の旗ざおを取り付ける統一の漁具標識が採用

されていた。 

船長Ａは、さわら
．．．

流し網漁の統一の漁具標識を知っていた。 

下関南東水道の推薦航路付近では、いかかご
．．

網漁が毎年３月２５日

から５月３１日にかけて、あなごかご
．．

網漁が周年で行われていたもの

の、いずれの漁もさわら
．．．

流し網漁のように統一の漁具標識がなく、操

業者各自が目印として旗ざおやブイ等で、漁具の両端を示していた。 

Ｂ船は、マストに紅色及び黄色の回転灯を点灯していたものの、ト

ロール以外の漁ろうに従事していることを示す形象物を表示していな

かった。 

船長Ｂは、本事故当日、僚船と離れ、単独で操業していた。 

船長Ｂは、Ｂ船に汽笛を装備していたが、本事故当時、吹鳴しなか

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、周防灘の下関南東水道において、西進中、船長Ａが、漂泊

して操業するＢ船の漁法がかご
．．

網漁なので、約０.５Ｍの距離を隔て

て通過すれば支障ないものと思い、前路の見張りを適切に行っていな

かったことから、Ｂ船の漁具の浮子等に気付くのが遅れ、Ｂ船の漁具

を乗り切り破損させたものと考えられる。 

船長Ａは、前路に漁具の浮子等を認めた際、右舷方から３隻の南東

進する船舶が接近していて右転できず、また、左舷方にはＢ船がいて

左転できなかったことから、漁具を乗り切ることとしたものと考えら

れる。 

Ｂ船は、周防灘の下関南東水道において、漂泊して流し網漁による

操業中、船長Ｂが、トロール以外の漁ろうに従事していることを示す

形象物を表示し、Ａ船が漁具に向かって来るのを認めた際に、汽笛を

吹鳴していれば、Ａ船が漁具の北端に取り付けた赤旗に気付いた可能
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性があると考えられる。 

原因 本事故は、周防灘の下関南東水道において、Ａ船が西進中、Ｂ船が

漂泊して流し網漁による操業中、船長Ａが、漂泊して操業するＢ船の

漁法がかご
．．

網漁なので、約０.５Ｍの距離を隔てて通過すれば支障な

いものと思い、前路の見張りを適切に行っていなかったため、漁具の

浮子等に気付くのが遅れ、Ａ船がＢ船の漁具を乗り切ったことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行予定海域の漁業情報を入手し、操業する漁船及び漁具から十

分な距離をとって通過すること。 

・漁ろうに従事する場合は、定められた形象物を表示すること。 



 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

事故発生場所 

（平成２８年５月２７日 ０６時１５分ごろ発生） 
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